
　通常模型通所リハビリテーション　・　大規模型通所リハビリテーション（一定の要件を満たした事業所） 別紙　２

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

＊＊＊　短時間　＊＊＊

要介護　１ ３８２ 円／日 ３９６ 円／日 ５０２ 円／日 ５７２ 円／日 ６４３ 円／日

要介護　２ ４１２ 円／日 ４５４ 円／日 ５８４ 円／日 ６６４ 円／日 ７６３ 円／日

要介護　３ ４４４ 円／日 ５１５ 円／日 ６６５ 円／日 ７５４ 円／日 ８８１ 円／日

要介護　４ ４７４ 円／日 ５７４ 円／日 ７６８ 円／日 ８７２ 円／日 １,０２０ 円／日

要介護　５ ５０８ 円／日 ６３３ 円／日 ８７０ 円／日 ９８９ 円／日 １,１５７ 円／日

　大規模型通所リハビリテーション

要介護　１

要介護　２

要介護　３

要介護　４

要介護　５

＊＊＊　短時間　＊＊＊

要介護　１ ３６９ 円／日 ３８５ 円／日 ４８６ 円／日 ６０４ 円／日 ６９８ 円／日

要介護　２ ４０１ 円／日 ４４１ 円／日 ５６５ 円／日 ７１５ 円／日 ８２９ 円／日

要介護　３ ４２９ 円／日 ４９８ 円／日 ６４４ 円／日 ８２７ 円／日 ９５７ 円／日

要介護　４ ４６０ 円／日 ５５４ 円／日 ７４３ 円／日 ９６０ 円／日 １,１１３ 円／日

要介護　５ ４９１ 円／日 ６１１ 円／日 ８４３ 円／日 １,０８８ 円／日 １,２６５ 円／日

個別の入浴計画を作成し、入浴計画に基づき、利用者の居宅の状況に近い環境で
入浴介助を行った場合

観察を含む入浴介助を行った場合
入浴介助に係る研修の実施

４時間以上５時間未満の場合
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５時間以上～６時間未満４時間以上～５時間未満３時間以上～４時間未満２時間以上～３時間未満１時間以上～２時間未満
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金　額
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３時間以上４時間未満の場合

円／日

円／日

６時間以上７時間未満の場合

５時間以上６時間未満の場合

短期集中リハビリテーション実施加算

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）　　　　　　　　

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）　　　　　　　　

＜保険内サービス＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

費　　　用　　　項　　　目

費　　　用　　　項　　　目

６時間以上７時間未満　(通常) 内　　　　　訳

介護度により定められているサービス費の額が変わります

１,３３３

１,１７５

１,０１４

８７８

７３９

円／日

円／日

円／日

円／日

円／日

５時間以上～６時間未満４時間以上～５時間未満３時間以上～４時間未満２時間以上～３時間未満１時間以上～２時間未満

介護老人保健施設　グリーンビレッジ蕨　通所リハビリテーション料金表

　介護保険１割負担額　（地域区分別単位単価・６級地　１０.３３円）　２０２５年６月１日実施

リハビリテーション提供体制加算

入浴介助加算（Ⅱ）
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費　　　用　　　項　　　目 内　　　　　訳

入浴介助加算（Ⅰ）

費　　　用　　　項　　　目 ６時間以上７時間未満　(通常) 内　　　　　訳
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ン
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介護度により定められているサービス費の額が変わります

月に４回以上、認知症利用者の機能改善目的のために個別リハビリテーションを２０
分以上行った場合（退所（院）又は要介護認定日から３月以内）

１週につき概ね２日以上、認知症利用者の機能改善目的のために個別リハビリテー
ションを２０分以上行った場合（退所（院）又は要介護認定日から３月以内）

１週につき概ね２日以上、１日当たり４０分以上の集中的な個別リハビリテーションを
行った場合（退所（院）又は要介護認定日から３月以内）

　　　



利用開始日から６月以内

利用開始日から６月以上

利用開始日から６月以内

利用開始日から６月以上

利用開始日から６月以内

利用開始日から６月以上

＜保険外サービス＞

事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、同意を得た場合
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円／月

円／月

円／月

円／月

円／月

円／月

円／月

円／月

２３

１３

円／日

円／日

所定単位数にサービス別加算（８．６％）を乗じた単位数で算定

５２

１２４

１,２９２

２８２

６１３

２４８

１５５

６

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

実費

実費

１２０

２００

２０５

７３０

金　　　額

病院又は診療所から退院するに当たり、事業所の医師又は理学療法士等が退院前
カンファレンスに参加し、退院時共同指導を実施した後に通所リハビリテーションを
行った場合

／回

／回

円／日

円／日

教養娯楽費

食費（昼食）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　

費　　用　　項　　目

※　なお、上記金額・内訳につきましては、厚生労働大臣が定める基準により変更されることがありますのでご了承下さい。

特別行事費

オムツ代

おやつ代

日用品費

パンツ型２５０円　紙オムツ２２０円　フラット型１５０円　尿取り１００円

各種行事参加者

施設送迎を行わない場合（片道につき）

介護老人保健施設　グリーンビレッジ蕨　通所リハビリテーション料金表

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ

退院時共同指導加算

送迎減算

１６６

１６１

円／月

円／月

重度療養管理加算

金　額

１０４

２１

円／月

円／日

円／日

＜保険内サービス＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 別紙　２

　介護保険１割負担額　（地域区分別単位単価・６級地　１０.３３円）　２０２５年６月１日実施

費　　　用　　　項　　　目 内　　　　　訳

円／月

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

栄養改善加算

教養娯楽に関するもの　娯楽・レク材料など

ティッシュペーパー・タオルリース代など

お茶菓子など　１５時に提供　希望者のみ

サービス内容により金額が変わる

介護職員総数のうち介護福祉士を７０％以上配置、
又は勤続年数が１０年以上の介護福祉士を２５％以上配置した場合

内　　　訳

円／日

円／日

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

口腔機能向上加算（Ⅰ）

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ

移行支援加算

利用者ごとの心身の状況等の基本的な情報を厚生労働省へデータ提出した場合

前３月間の利用者総数のうち要介護３以上の割合が１００分の３０以上であり、通所リハビリテー
ションを行う時間帯を通じて看護職員を１名以上配置している場合

要介護３、４又は５に該当する利用者に対し計画的な医学的管理を継続的に行った場合

歯科衛生士等を中心に他職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成し、実施・
評価・見直し等を実施した場合（リハマネ加算イ・ロを算定している場合）
口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省へデータ提出

歯科衛生士等を中心に他職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成し、実施・
評価・見直し等を実施した場合（リハマネ加算ハを算定している場合）
口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省へデータ提出

歯科衛生士等を中心に他職種共同で口腔機能改善管理指導計画を作成し、実施・
評価・見直し等を実施した場合

介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニング又は口腔スクリーニングを行い、介護
支援専門員に文書にて情報を提供した場合（６月に１回）

６２０

-４９

円／日

円／回　

科学的介護推進体制加算

食材料費及び調理費相当額

家庭や社会に参加を可能とするためのリハビリテーション計画書を作成、通所介護等へ移行させた場合

中重度者ケア体制加算

４２

生活行為向上リハビリテーション実施加算

円／月

２７９

２０７

円／月

円／回　

円／回　２１

若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、特性やニーズに応じたサービス提供を行っ
た場合若年性認知症利用者受入加算

栄養アセスメント加算

リハビリテーション計画書について事業所の医師が利用者又はその家族に説
明し、同意を得た場合

口腔、栄養アセスメントの実施、リハビリテーション計画書について関係職種で共有している場合
３月に１回以上リハビリテーション会議の開催
リハビリテーション計画書等の内容等を厚生労働省へデータ提出

口腔、栄養アセスメントの実施、リハビリテーション計画書について関係職種で共有している場合
１月に１回以上リハビリテーション会議の開催
リハビリテーション計画書等の内容等を厚生労働省へデータ提出

５７９

他職種が共同して栄養アセスメントを実施した場合
栄養状態等の情報を厚生労働省へデータ提出

生活行為向上を目的とした利用者に対しあらかじめリハビリテーション実施計画書を作成しリハ
ビリを実施した場合（６月以内）

介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングかつ口腔スクリーニングを行い、介護
支援専門員に文書にて情報を提供した場合（６月に１回）

栄養改善サービスの提供が必要と認められる利用者に対して、個別的な栄養食事相
談等の栄養管理を行った場合

リハビリテーション計画書について理学療法士等が利用者又は家族に説明し同意を得た場合
３月に１回以上リハビリテーション会議の開催
リハビリテーション計画書等の内容等を厚生労働省へデータ提出

リハビリテーション計画書について理学療法士等が利用者又は家族に説明し同意を得た場合
１月に１回以上リハビリテーション会議の開催
リハビリテーション計画書等の内容等を厚生労働省へデータ提出

リハビリテーション計画書について理学療法士等が利用者又は家族に説明し同意を得た場合
３月に１回以上リハビリテーション会議の開催

リハビリテーション計画書について理学療法士等が利用者又は家族に説明し同意を得た場合
１月に１回以上リハビリテーション会議の開催

　　　


